
様式１
（公益法人用）

【対象決算年度：平成22年度】
１　団体の概要 ２　団体の改革推進の状況

設立年

実施年月 実施年月

H16年9月まで H16年9月まで

H17年度から 文化会館長に専門知識の豊富な人を採用 H17年4月 伊那文化会館長に民間出身者を登用

歴史館の県直営化 歴史館の県直営化

H17年5月 理事定数見直し

H17年10月 プロパー職員の管理職への登用

H18年度から 指定管理者制度への移行 H18 年4月 指定管理者制度への移行

県派遣職員を減員

(H17 12人→H18　学芸員1人(埋文ｾﾝﾀｰを除く）)

H18 年5月 県民文化会館長に民間出身者を登用

H19年度から H19 年4月 県派遣職員を事務局部門に2名増員

＊役職員数は各年度当初現在、平均年齢及び平均年収は平成22年度当初現在

経営計画等の策定状況

うち県職員

情報公開の取組状況

うち県職員

うち県職員 公益法人制度改革への取組状況

監査等結果

65.8 - 44.7

＊次表は22年度の状況で、（　）内21年度 （単位：千円、％）

公益事業比率 90.6 (94.4) 46.7 (53.3) 団体の課題等

経常比率 98.9 (104.1) 236.0 (202.9) 〔団体記載欄〕 〔県記載欄〕

人件費比率 32.0 (34.3) 59.6 (14.5)

管理費比率 8.4 (4.4) 40.1 (14.2)

△ 0.9 (2.2) 0.0 (0.0)

3.3 (1.3)

県行政機構審議会答申に基づき、県職員の派遣が今後5年間継
続されることとなったのを受け、管理職となるべき人材育成
と組織の再構築に力を注いでいる。
指定管理期間に期限があることから、長期的事業展開とプロ
パ－職員の採用に支障が生じている。
今後、他の公共的文化施設・各種文化芸術団体と連携し、県
内全域における文化振興事業に対しても更に力を入れて行き
たい。
また、新公益法人制度が平成20年12月に施行され、新たな制
度の下においてどのような法人へ移行するのか検討し、移行
の準備を進めている。
平成22年度決算で、経常費用の管理費に、ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の退職
給付引当金資産(97,299千円）を計上した。

改革基本方針に基づき、県の人的関与を縮減(H17 12人→H18 １
人(埋文センター除く))したが、事業団に管理職となるべき人材が
育っていない現状から、事業団の円滑な運営に支障が生じたため、
平成19年４月から県派遣職員を２名増員し、事業の進捗管理、事
業団の今後のあり方検討、人材育成を支援している。なお、県派遣
職員に代わる管理職の人材育成については、職員構成などの課題
があり、進捗が遅れている。

(70,971) 交付金

0
損失補償年度
末残高
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正味財産比率

固定比率

(0)

平成21年度財政的援助団体等の監査結果(平成21年11月18日)
　指摘事項　なし
　指導事項　財務諸表等について４点の改善指導があったが、計画書の追加作成、注記の追加等で対応済みである。
　　　　　　　　１　キャッシュフロー計算書の未作成　　２財務諸表の特定資産と注記の不一致
　　　　　　　　３　資金の範囲及び次期繰越収支差額の未注記　　４　退職給与引当金の訂正
　意　　　見　４点の意見があったが、意見に対する方針を報告済みである。
　　　　　　　　１　財務規程（小口現金)　　２　内部留保金の活用　　３　中核となる人材の確保・育成　　４　評議員及び評議員会の設置

県の人的関与の抜本的な縮減

指定管理者としての事業計画書において、各施設ごとに「管理運営のための基本方針」を策定。
また、平成21年度から飯田創造館は３年間、他の施設は５年間の達成目標を策定。

情報公開要綱に基づき県に準じて公開・館ごとにホームページを開設し、事業内容などを公表。

実　　施　　状　　況改革基本方針

改革基本方針

経営検討会議を設置し、文化会館館長への専門
知識が豊富な人の登用、組織・役員体制等の検
討を行う。

経営検討会議を設置し、文化会館館長への専門
知識が豊富な人の登用、組織・役員体制等の検
討を行った。
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平成22年度第２回理事会において、新公益法人制度について研究。

設立目的（寄付行為・定款上）
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職員の平均年収（千円）

経常費用 (B) 1,734,919

役員平均年収（千円） 職員平均年齢役員平均年齢

経常収益 (A)

(1,751,279)

役　員　数
1
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非　常　勤

1,716,050 (1,822,250)

長野県が設置する文化施設及びその他の施設の管理運営並びに埋蔵文化財の調査
及び研究その他必要な事業を行い、もって長野県民の文化の向上に寄与する。

・県民文化会館、伊那文化会館、松本文化会館、信濃美術館及び飯田創造館を指
定管理者として管理代行
・埋蔵文化財の発掘及び研究
・県民の芸術文化振興を目的する自主企画事業の実施

9073
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委託料

経常損益 (A)-(B) △ 18,869
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補助金等比率

固定長期適合率

借入金依存率事業支出伸び率

(70,971)

設立根拠 昭和５４年整備法

29

1

H20

20,000,000 100.0%

設立の沿革

昭和54年、県立文化施設等の管理運営
を受託する公益法人として、県が全額
出資し設立。
飯田創造館をはじめ、以降順次開設し
た文化施設や教育委員会から知事部局
に移管（補助執行）を受けた信濃美術
館が対象施設に加えられた。
平成10 年に(財)長野県埋蔵文化財セ
ンター（解散）の業務を引き継ぐ。
平成18年から、指定管理者として県立
文化施設のうち、県民文化会館、伊那
文化会館、信濃美術館、飯田創造館を
管理。
平成21年から、指定管理者として、継
続して県民文化会館等の４施設を、ま
た追加して松本文化会館を管理。
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県職員計（非常勤役員除く）

補助金

人件費関係費
用(再掲）

指定管理施設の利用者（入館者）数
・県民文化　H19 425,010人、H20 406,780人、H21 392,805人、H22 379,721人
・伊那文化　H19 135,579人、H20 122,383人、H21 120,012人、H22 121,107人
・松本文化　H21 335,652人、H22 277,303人
・信濃美術  H19 310,542人、H20 233,785人、H21 314,205人、H22 239,980人
・飯田創造  H19  67,574人、H20  75,503人、H21  73,123人、H22  79,364人

具体的な事業内容

H21

1

1

事業執行状況を示す主な指標

H19 H22
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民間（ＮＰＯ含む）との競合状況
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(819,880)

指定管理業務のうち、文化会館等の貸館業務は民間事業者と競合する。しかし、美術品の調査・研究・保存や、小中高等学校等への教
育普及活動など採算性の低い分野も担う、美術館の学芸部門は、民間との競合度は低い。

団 体 名
(所在地）

財団法人　長野県文化振興事業団
（長野市若里一丁目１番３号）

代表者 理事長　和田恭良(副知事)
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埋蔵文化財センターを除き、県派遣職員を事務
局員及び学芸員等に限定

県行政機構審議会の答申を受け、平成23年度ま
で県職員（管理職）の派遣を受けることとなる

560,790 589,554
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長野県出資等外郭団体改革状況検証シート長野県出資等外郭団体改革状況検証シート



様式２

①　正味財産増減計算書 （単位：千円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度

経常増減の部

経常収益 (A) 1,755,260 1,822,250 1,716,050

うち基本財産運用益 70 100 31

うち受取会費 0 0 0

うち事業収益 1,722,817 1,756,945 1,644,952

うち受取補助金等 28,724 23,008 57,374

うち受取国庫補助金 4,344 0 0

うち受取県補助金 18,230 23,008 17,853

うち受取市町村補助金 6,150 0 0

経常費用 (B) 1,713,526 1,751,279 1,734,919

うち事業費 1,683,193 1,673,392 1,589,779

うち公益事業費 1,641,364 1,652,634 1,571,517

うち給料手当 629,422 581,047 530,499

うち管理費 30,333 77,023 145,141

うち役員報酬 10,423 10,444 128

うち給料手当 6,830 9,371 24,084

経常増減（損益）額 (C)=(A)-(B) 41,734 70,971 △ 18,869

経常外増減の部
経常外収益 (D)

経常外費用 (E)

経常外増減額 (F)=(D)-(E) 0 0 0

一般正味財産増減（当期損益）額 (G)=(C)+(F) 41,734 70,971 △ 18,869

一般正味財産期首残高 (H) 91,108 132,842 203,813

一般正味財産期末残高 (I)=(G)+(H) 132,842 203,813 184,944

受取補助金等
うち受取国庫補助金

うち受取地方公共団体補助金

当期指定正味財産増減額 (J) 0 0 0

指定正味財産期首残高 (K) 20,000 20,000 20,000

指定正味財産期末残高 (L)=(J)+(K) 20,000 20,000 20,000

当期正味財産増減額 (M)=(G)+(J) 41,734 70,971 △ 18,869

正味財産期首残高 (N) 111,108 152,842 223,813

正味財産期末残高 (O)=(M)+(N) 152,842 223,813 204,944

②　貸借対照表
平成20年度 平成21年度 平成22年度

流動資産 264,479 383,619 316,736

うち現金預金 190,579 283,855 226,168

固定資産 22,161 26,479 122,045

基本財産 20,000 20,000 20,000

うち土地 0 0

うち投資有価証券 20,000 20,000 20,000

特定財産 4,318 99,644

うち退職給与引当資産 4,318 99,644

うち減価償却引当資産 0

その他の固定資産 2,161 2,161 2,401

資産合計 286,640 410,098 438,781

流動負債 130,344 181,967 134,193

うち短期借入金

うち未払金 130,344 181,967 122,821

固定負債 3,454 4,318 99,644

うち長期借入金 0 0 0

うち退職給与引当金 3,454 4,318 99,644

負債合計 133,798 186,285 233,837

指定正味財産 20,000 20,000 20,000

うち基本財産への充当額

うち特定資産への充当額

一般正味財産 132,842 203,813 184,944

うち基本財産への充当額

うち特定資産への充当額

正味財産合計 152,842 223,813 204,944

負債及び正味財産合計 286,640 410,098 438,781

【財務の状況】（公益・特別法人用） 団体名：（財）長野県文化振興事業団
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